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現段階の粉飾決算の性格

野村秀和

I 

周知のとおり，粉飾決算の問題はわが国における最近の不況・倒産旋風のな

かで，とくにクローズアヅプされた問題の 1つである。なかには，粉飾決算が

倒産を惹起した原因であるかのようにし、う見解さえも見うけられる。しかも，

粉飾決算問題をやかましくし、うことにより，それが労働者に対する「合理化」

の促進すなわち資本の側からの労働者階級への攻撃として，また，それは資本

の支配系列の強化や再編成の手段として， ~Jえばト γ プマネージメ Y トの更迭

の理由とされ，独占による資本系列化の人的結合の強化手段等として，運用さ

れている。これらは，あるばあいには，いわゆる「計画倒産」という形態で，

他のばあいには，会社更生法の適用として，さまざまな形ですすめら札ている

のである。

他方，こうした事態の解決策として，会計監査itU度の改善が提起され，これ

により全てがうまく解決されると言わんばかわの意見も出されるなど，いずれ

にしろ，粉飾決算問題は，最近の紙上をにぎわせている問題の 1つであ:;;こと

は疑いない。

ところで，かかる粉飾決算すなわち「問題とされているところの粉飾決算」

は，いずれもすべて利益の過大表示に限られていると Lザ特徴をもっている。

換言すれば，実際に利益がないにもかかわらず，あるかのごとくみせかけてい

るのがこの特徴である。

卒直に言って，このような粉飾のあり方が現段階の主要な側面であるといえ

るのかどうかはとくに吟味が必要であろう。何故なら，主要独占体が現段階に

おいて追求している内容は，利益の過大表示というよりもむLろ利益の過少表
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示による内部蓄積の強化にあるのではないかとみられるからである。すなわち

不況局面を長大限に利用して「合理化」をすすめ，独占体による再編成壱仕上

げるために，独占体はその内部蓄積を強めむことはあっても，利益の過大計上

を必要とするものではなし九むしろ結論は逆になるのではないかと想定される

のである。

もちろん，今回の不況は部分的には大企業をもまき込むほど深刻な事態を示

してはいるものの，基本的な性格は依然kして，まさにかかる危機の探牝壱も

自らの力の蓄積と強化のために，主要独占体が利用し運用している点に求めら

れるべきであろう。そしてその lつの現象として，いわゆる「粉飾決算の意識

的誇大宣伝」が登場するのであり，そしてそれは「意識的誇大宣伝」によ~ . 

一定の効果を十分に期待して登場してきていると言わなければならない。

問題の解明に立ち入る前に，粉飾決算がやかましく問題とされた背景につい

て，若干の資料により，その特徴点を明らかにしておこう。

それは一口にいって「自由化」の体制として特徴づけられるが，開放体制が

本格化する昭和38年以後は，それ以前の「神武・岩戸」の景気にくらべ，過剰

生産による不況(恐慌)は. Iおそらく戦後はじめて経験する最も深刻なもの

第 1表倒摩状況

i倒産件数|負債総額(憶)1 主な倒産企業単()内位は負債憧額 1の1億負債円件以上数

同~6 1山口向転車刷日本製紙(70) 1 

39年合計 4.112 

上期 1.853.1 東京発動機(70) 391 

下期 2.492 2.777.3 柴本田ゴム(鋼6D()2，サンウェープ(170).1
日 特 殊 00; 566 

40年11月まで

上期 3.079.5υ 1山田中陽震特機殊鋼(10(35)0，0伴)野通商(70). 557 

7 月~1l月 2.540 2.055.1 桑正(160) 430 

加藤誠一l 中小企業¢倒産と近代化政策東京商工興信所調べ.r経済セミナーJ1966年2月
号. 47へ←ジより作成。
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といえるであろうJ"といわざるをえないほど深刻なものであった。

倒産状況については，第 l表から明らかなように，昭和38年にくらべて，昭

和39年，同40年の異吊な高件数および負債総額の巨額であることかや理解できょ

うo これは不況旋風の強さが戦後最大といわれる内容を，倒産の面で示してい

るのである。

第 2表は，合併・営業譲受の件数を示すものである。資本の集中を示すこの

指標は，やはり，昭和38年壱ピーグに，それ以後の高水準の集中状況を，それ

以前の時期に比較して顕著に示している。とくに資本金の大きい部分について

この傾向が強いことに注目すべきであろうの

第2表合併・営業譲受の状況(件数〕 (各欄左が合畔，イ当iが譲受〉

ιぷ工土|弘 I35 I 36 I 37 I 38 I 39 I 岨

l 問円未満 131 21 21 01 21 11 61 01 01 01 31 11上

1凹" 1 91 u 21. 81 21 61 21 91 31 111 31tJ車
問" 11491叫山12911471判1461必|叫 591叫判や

i951 221吋 191吋判叫 ω1吋 271叫 34汀

1941叫941351吋 341叫 491叫 581叫 64選
1億円未満 1181叫ヰ 151件寸寸 161吋 221671 24議

1301 241判判例刻 911291吋判州 24ω
11叫 8171 91 21 101 51 151 51 1414奪
14吋 91161ヰ 81231 111 281 141 l71 14実
1~ ~ ~ ~ ~ 11 ~ ~ ~ ~ ~4 よ

1叩以 上 101 01 11 01 21 01 3い1122J94071 
|H州心叫叫l日31口吋4叫1441叫吋吋吋叩7仰2幻223幻31 p回64州1951 .t'...:..::..~

以上) 1刷 1(叫

1) 三菱経揖研究所「企業経営の分析」解説篇，昭和10午下期版. 1ベージ。
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このような事実から，すでに述べてきたとおり，粉飾決算が問題として登場

してきたのは，まぎれもなし戦後最大の不況の中で，倒産の著しい増大と企

業合併の集中の時期，すなわち，資本の再編成の時期に笠場してきたといっ t

よいであろう。

E 

本稿での問題意識は，昨年12月6日の毎日新聞(大阪〉夕刊の記事が契機と

いえる。毎日夕刊によれば，粉飾決算の疑いという大見出しで i東海銀行」

の事例が記事とされ，その内容は，今まで問題とされてきた利益の過大計上で

はなく，税金の過少申告すなわち課税所得の過少計上として問題とされていた

のである。筆者の知りう呂ところでは，この一例は，利益の過少計上として問

題とされたごく僅かな事例の 1つであろうと思われる。この事例が，筆者には，

現象的には数すくない事例ではあるが，しかし，これは氷山の一角であz。す

なわち，主要独占体にとっては利益の過少計上が現在もなおその粉飾の基本的

内容をなすにちがし、ないという疑いをますます強くしたのである。そしてこの

ような疑問は，当然、のことながら，多く現象するいわゆる粉飾決算は，どちら

かといえばむしろ主要なものではないという仮定に導くのである。

したがって，現段階における粉飾決算は，主要独占体においては利益の過少

表示にその特徴があり，刻益の過大表示という粉飾問題は独占体による利益の

過少表示の粉飾に目を向けさせないための，そして単にそればかりではなし

不況感をいっそうあおり立て，経営者の責任論壱踏み台にして， i合理化」そ

してその犠牲の労働者への転化，さらには資本の集中と企業の系列支配の強化

など，さまざまなねらいが秘められているのではないかという問題意識に到達

したのである。

このような問題意識からの当然の帰結として，分析の主題は主要独占体の公

表する財務資料に集中される u そしてその枠内においても利益の過少表示の事

実が実証されることを示すであろう。そのばあい，かかる実証におけるいくつ
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かの限定条件や理論上の諸問題についても，説明の必要なことはし、うまでもな

し、。

ところで，資料として用い芯財務諸表の数字は，ー般的にいって公表効果を

考慮して公表されるものといえる U その意味では，常に企業は公表するこ正に

よって得られる効果ないしその円的壱十分に意識して財務諸表を公表している

と考えなければならない。しかも，財務諸表の上で公表される利益は，まさに

かかる公表効果を予定した性格のものであれその計算は，企業会計制度や商

法あるいは税法といった，そのそれぞれの計算方法が必ずしも同ーとはいえな

いところの，それぞれの制度的計算を適用して作成され確定されるのである。

したがって，このような企業会計上の利益は，経済学でいう実体的な企業利

潤とは次元を異にするもので，いわば r企業会計制度による計算j という媒

介を経由して形成されてきた利益概念なのである。この意味では，実体として

の利益と会計上公表される利益とは同ーのものということはできない。

われわれが問題とする資料は，いうまでもなく，公表された企業会計上のす

なわち財務諸表土の数字であり，したがって，その範囲内で問題を取り扱う己

とになる。

以上に述べてきた問題の阪定と共に，この際，粉飾という用語の概念を明ら

かにしておくことはこれからの展開において必要な乙とと思われる。

会計上の粉飾には次に示すように 2つの異なった概念を与えることが可能で

あ右 o いずれのばあいにも，粉飾とは，ある基準に対して公表された数字がそ

の基準に合致しないことをいうのであるが，問題ばとの基準の内容にあるので

ある。

第 lの概念 合法的，制度的会計学上の利主主壱基準とするもの，このばあ

いの粉飾は経理操作，隠蔽，不正等を内容Eする恋意的粉飾である。

第 2の概念 経済学上での実体的な利益を基準とするもの，このばあいの

粉飾は会計制度や法規定そのものに粉飾性を認めるものである。

前記2つの概念のうち，一般に問題とされるのは第1の概念であるが，独占
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体などにとって基本的に重要なのは第 2の概念であり，私の粉飾に対する考え

方はこの第2の概念に立つてのものであることは当然の己とである。

企業会計制度や税法そして商法といった法律制度は，その形成過程からみて

も本来的に独占体の要求を代弁するものであれまたもし不十分な点があれば，

直ちにまたは，結局改訂されてい〈ものであることは周知のことであろう U そ

して，かかる制度は基本的に利益の過少表示を内容とする粉飾性を有するので

あって， その典型的なあらわれは， 企業会計原則の「保守主義の原則jめであ

右。

経済の「高度成長政策Jが採用された時期以後において，資本の側から積極

的に提起された企業会計制度の改訂要求は，経団連や関経連によってなされた

要求で総括すると以下のようになる九

(1) 独禁法の改正，資本の集中や支配がより強化されることが自由化をひか

えて重要である。

(局税制改正，企業減税を優先し効果的に行え。

(3) 固定資産の耐周年数の短縮，減価償却については蝉力的解釈で行え。

(必 引当金・準備金の特別措置を恒久化する立法を行うこと o

(同 引当金・準備金の範囲の拡大とその限度額，取崩し額，繰入額を自由に

せよ。

(6) すべて健全な会計慣行に任すこと。

これらの提案は，その基本的部分が政府の立法処理として生かされているこ

2) 企業会計原則の一般原則の 6r企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性ある場合には，これに
備えて適当に健全な会計処理をしなければならなし、」。これの具体的な内容は，一言でし、うと予想
の利益は計上せず，予想の損失は計上するとし、うことでj 利益の過少表示をもたらすのである。

3) 経団連によってなされた意見は以下のものがある。すベて「経団連月報』掲載。自由化に対す
る意見，昭35.4. 19;池田内閣の新政権に対する要望，昭35. 8. 24;自己資本充実のための税
制改正に関する意見，昭35. 9. 13;商法計算規定改正要綱試案に対する意見，昭35. 11. 7;耐
周年数の改訂と当会の活動について，昭36.4. 27;税法整備に関する立見，昭40. 1. 21;税務
改善に関する意見j 昭41. 1. 310 

次に関経連によって符われた提案を若干示しておとう。 r経済人」に掲載。退職給与引当金制
度改正に関する意見j 昭34. 12. 7;企業資本充実に関する意見，昭35.3. 21;租税特別措置に
関する詩意見，昭35.7. 26;商法中執式会祉の計算規定改正に関する意見昭35. 10. 24;企
業減税に関する昔、見，昭和40.11. 8。
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とは，その後の固定資産の耐周年数の短縮ペ法人税率の引下げベ特定引当金

の設定")等の事実からド分に確認できることである。

このような事実からして，分析は，利益の過少表示を本来的に指向するとこ

ろの企業会計制度や法律規定の粉飾性を独占体がいかに運用したか，と〈に不

況期のなかで一方では倒産を契機として，いわゆる第 1の概念での粉飾が展開

している時期に，独占体が個々の企業の公表資料のなかで，かかる制度的粉飾

性をどの程度まで利用し，活用し，運用しているか，に向けられるのである。

そして，同時に生じている第1の粉飾と第2の粉飾とが実は相互に密接な関係

を有するものであり，これが，からみ合つでいることが追求されることにより，

現段階での粉飾決算問題はその全体の構造が明らかにされたと言いうるであろ

o
 

h

つ

E 

利益の過少表示の目的をみる前に，企業の倒産がし、わゆる利益の過大表示に

よる粉飾決算に基〈ものでないという明白な事実を確認しておかなければなら

ない。

現段階における倒産は自由化と過剰生産のなかで必然的に発生してきたもの

であり，それはまた，独占体により意識的に促進されているのである。倒産や

合併をテコにして資本の支配や再編成が強化されているのは繰りかえし述ベる

必要もない事実である。そして，かかる独占体の攻撃の一方法として，粉飾決

算問題を登場させ，活用してし、ることは市 Cに述べた。

と乙ろで，このような第 1の概念に属する粉飾問題をもち山し，その裏で利

4) 昭和36年および39年の改正で短縮された白
5) 昭同39竿度までは，課税所得200:万以上は38%，200万以下は33%であったが， 40年度には.300
万以上は37%，300万以下は31%に，さらに41年度には300万以上もしくは資本金1億円以上には
35%， 300万以下には28%と法人税率は引下げられている。 しかし特定の独占体に対しては，む
しろ租税特別措置法により免税が行われており，これは，毎年のようにそしてさまざまな形で実
施されている。しかし，このような部分的な対策ではなし法人税率そのものの引下げも実施さ
れたのである。

6) 昭和38年商法改正により導入。
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益の過少表示という制度上の粉飾を運用する独占体は，これによれ何壱目的

としているのであろうか。

利益の過少表示の目的は次の 6項目にまとめることができょう九

1 脱税もし〈は免税，減税

2. ["合理化」対策一一労賃抑制，首切，下請へのしわょせ

3 配当制限と平準化

4 競争力，支配1)の強化

5 料金ないし価格の値上げ資料

6 財産横領

次に，このような目的を実現させるための利益の過少表示の方法であるが，

それは以下町ような 3項目に総括しうるであろう。

1.資産評価の過少したがって費用の過大化を伴う。これは主として過大な

減価償却として把檀されるが，売掛債権に対する貸倒計上としても生ずる。

2.準備金・引当金の過大設定。とれは負債性引当金，特定引当金の設定や

税法上の準備金の設定が合法的に利益を過少にするのである。

3.経費への利益処分項目の算入したがって経費の増大。これは交際費，広

告費などの形態で本来利益たるものが費用のなかに入り，利益を過少にす

るのである。

したがって，以上の諸点からして，次に分析する公表資料は， ω 減価償却の

増大傾向したがって減価償却率の上昇傾向， (割 引当金の設定額の増大傾向，

(3) 経費の増大傾向，の 3点に焦点を合わせて検討されるであろう。

7) 利益の過少表示の目的について，若干の論者の見解を示しておこう。
向井信太部「合計上円粉舗と法律上の責任J5へ-e/， (1)法人税の瞳閥を行う場合， (2)秘密積

立金または秘密財産設定の場合， (3)全世肘産領得の準備行為左して必要がある場合， (4)企業の
酎政自民J基礎を輩固に方る手段として必要である場合.(5月IJ益配当の平均化をはカる心要がある場

合，刷会社乗車り防止の手段として防戦買を行なうための資金調達する心要がある場合。坂本藤
良，ビジネλ インカムの表示における不Eの問題， r経理知識」主主4巻3.4合併号昭和 30年
1月， 33ベ ジ， (1)合法的脱税， (司骨賃抑制，人員整理. (3)幸町田分配巾限， (4)配当制限， (5)利潤
の平準化， (6)刑政的蓋礎の強化.(7)他企業の競争予防. (8)資産の隠匿費消， (9)~具謬不正の弥握。

門脇立郎， fll潤の過大表示と過少表示， r朝経セミナ←J19同年 2月号， 12ベージ， (1)税務対
策， (z)秘密財産設定による企業基盤の強化， (3)労萌対策一一下請、の正力， (4州企値上。



現段惜の粉飾決算の性格 (229) 9 

N 

公表資料による分析は，まず全体の趨勢分析から行い，大まかな結論を確認

した上で，個別の独占企業の分析に入る。

全体の趨勢分析の対象には，全産業と製造業が選定される。

最初の吟味項目は減価償却である。第3表で明らかなように，減価償却率の

上昇傾向は明瞭に読みとることができるであ弓う。第4表は，不況・倒産の問

題の時期すなわち粉飾決算問題が登場してきた時期の減価償却累計率を示す白

減価償却率の上昇傾向が認められるのであるから，減価償却累計率も増大傾向

を示すのは当然の帰結であろう Q

第3表減価償却串

|全産業 1製造業

昭和32年 8.7 ')も 9.2% 

33 8.4 9.3 

34 8.4 10.6 

35 8.9 9.2 

36 9.3 10.1 

37 9.8 10.5 

38 9.9 10.5 

39 11.0 12.0 

「館16四 日本統計年鑑J総理府統計
局編a 昭和40年， 319ベジ。

第4表減価償却累計率

|全 産業|製造業

38 上 35.87 % 10.25 % 

下 36.65 41.25 

39 上 38.12 43.02 

下 39.53 A1.30 

40 上 40.81 45.41 

三菱自経済研究所「企業経営の分析j解説篇，

昭和叫年上期JilX. 28ベジ。

次に，引当金の項目と経費(販売費・一般管理費)の項同の吟味に入る。第

5表によれば，売上高の増加にくらべて引当金の増加は，相対的に大きいとい

うことが確認できるであろう。経費につし、ていうならば，全産業ではそれほど

顕著とはU、えないが，製造業では明瞭に売上高の増加傾向よりも経費の増加傾

向が上廻っていること壱示している。この全てを利益処分項目とは言いがたい

が，しかし，利益処分項目の算入の可能性は十分に認められる左いうべ雪であ

ろう o
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弟己表負債性引当金と経費

全

単位 100万円

産 業

|短期引当金|長期引当金|売上高 l売上原価|腎晶費

昭和38年上 650社 153，251 369，835 9，757，179 8，209，G45 882，832 

下 6501/ 159，711 440，197 10，938，266 9，201，206 978，070 

1/ 39 上 640!I 186，600 513，312 11，709，231 9，870，43日 1，073，023 

下 632" 194，717 551.770 12，377，712 10，495，427 1，113，509 

" 40 上 632/f 204，681 610，086 12，678，193 10，776，079 1，157，521 

% 

昭和38年上 100 100 100 100 100 

下 104 119 113 112 111 

" 39 上 122 139 120 120 122 

下 127 149 127 128 126 

" 10 上 134 165 130 131 131 

製 造 業

|短期引当金|長期引当金|売上高|売上原価|竺品主主

昭和38年上 476社 117，264 242，472 4，994，378 3，980，599 553，303 

下 476" 133，817 282，056 5，593，873 4，428，011 629，451 

11 39 上 470" 156，166 313，973 5，975，138 4，751，528 693，285 

下 463" 167，749 338，114 6，294，557 5，043，622 724，967 

" 40 上 463" 173，832 361，069 6，321，527 5，093，521 739，572 

% 

昭和問年上 100 100 1口。 1日0 100 

下 114 116 112 111 114 

" 39 上 133 129 120 119 125 

下 143 139 126 127 131 

I! 40 上 148 149 127 128 134 

三菱経済研狩所「企業経昌の分析」統計篇 昭和田年下期 40年上期合併号， 286 
288-289へージ，同， 40年下期， 41年ト期 174， 176-177ページより作成。

以上の趨勢分析の結果，利益の過少表示に用いられる主な方法の 3点につい

て，全てそ札が積極的に肯定されるという結果が出たことを確認できるであろ

つ。



現段階の萌飾決算の佳格 (231) 11 

V 

さて，ここでの分析は，先にみた全体の趨勢分析による結論を，個別の独占

企業の公表資料で再確認するととである。個々の企業の特別な諸条件を考慮し

ながら分析壱すすめたいと思う o

まず最初に，対象として選定した企業の選定理由を述べておく必要があろう。

一般的に言って，対象としたそれぞれの企業は，その企業の属する産業が現段

階のわが国資本主義の再生産構造のなかでもとくに重要な地位にあるとみられ

るもので，その業界のなかから特徴のある企業を選別した。

具体的には，第 1次部門の基幹をなす鉄鋼業，この業界はー般に設備過剰の

ため業績悪化，減配などが問題Eされているがとくに採りあげた。また，エネ

ノレギ一部門の中心の 1つである電力，さらに， とくに成長の著しい自動車製造

業，機械産業のなかでも決定的に重要な役割を担っている重電機産業が対象産

業である。

次に，これらの産業のなかから個別企業を選定した。その理出と個別企業名

は以下のとおりである。

鉄鋼業

八幡製鉄，住友金属工業の 2社。

(理由) 八幡製鉄は過当競争の結果この春減配を余儀なくされたが，依然

業界の首位としての力をもち，国家的保護を受けている巨大企業であり，

業界におけるジヱ 7はまだまだ低いが，最

近における生産伸び翠は業界のなかでも群

を抜くものでありベ 住友系の拠点、企業と

8) 鉄鋼大手6社の昭和30年から40年の1U年同における生
産拡大伸び串位以下のとおりである。
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しても対象とすることが適当とみられる。

電力

関西電力

(理由) 直接的には金融資本の系列下になってはし、ないが，技術的には三

菱系の支配を受けている。電力というエ不ノレギ←供給の重要部門であって，

今年の納税申告の実質 1位(1位は日本銀行で関西電力は2位である) とし、う

実績で選定した。

自動車製造

トヨタ向動車

(理由〉 業界での生産実績は首位であるが，この業界は自由化の波を直接

受けており，最近，日産とプリ γスの合併が話題をまいた。 トヨタと日産

プリソスで 2社独占をねらっている。この企業は三井系の拠点企業である

という点からも選定じた。

重電機

日立製作所

(理由〕 重電部門の首位メーカーであり，資本が巨額であるため相対的に

自立的運動をしているが，最近の過剰生産から富士系資本との結合が徐々

に強まっているわが国の巨大企業の 1つである。

対象とする企業を選定したところで，これから行う公表資料の分析における

限界を明らかにしておくことはし、ずれにしても必要であろう。

対象とした企業は，主要独占体の拠点企業であるとはし、え，個別企業である

ということはここでもう一度確認しておかなければならない。独占体の内部で

は，一方では財務的収奪と支配の中心である当該独占体に所属する銀行企業に

より，他方では原材料確保と販売を担当する商事会社により，コ Y トロールが

行われていることは，一般に認められるところであろう。したがって，少〈と

も(もちろん.これで十分というのではなし寸 この 2つの部門企業を主要生産部門

を担当する企業と関連させて分析しなければ，総体としての独占体の性格一一
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こ己での問題についてし、えば，公表資料の具体的な公表効果のねらし、を分析す

ることは， 非常に(場合によれば決定的に〉不十分な結果となるにちがし、ないと

いうことである U

さて，とれから個別企業の公表資料の分析を行うわけであzが，以上に述ベ

たような限界すなわち対象とする個別企業は独占体の拠点企業にはちがし、ない

が，独占体そのものすなわち独占体の全体ではないのである。この意味で，こ

れからの公表資料分析は，一定の限界の枠内での結論というべきものである。

それではまず，八幡製鉄の公表資料の分析からはじめよう。

第 6表により八幡製鉄の資料を表示した。過剰設備からくる鉄鋼業の業績悪

化を念頭におきながら，この資料をみると，まず減価償却率は，趨勢的に増加

を示していることがわかる(もっとも新しい事業年度では低下を示しているが〕。同

産業の償却率に比べると若干の低償却であることは，業界首位を占めてはいる

ものの，他企業の競争力がついてきていることを示すものであろう。

特徴的なことは，売上高の100/0以上を占める引当金の設定額が大1[1に増大し

第 6衰八幡製鉄 単位 1，000千円

職年 度|売上高|明童書ト定引当金')I盟手当事l障壁償|陣

37/10-38/3 100.813 100 6.633 100 1.591 100 9.329 

38/4 -38/9 113.235 112.3 7.232 109.0 2.002 125.8 10.186 

38/10-39/3 130.106 129.1 7，967 120.1 3，446 216.6 10.089 

39/4 -39/9 142.227 141.1 8.901 134.2 4.94 310.8 10.999 

39/10-40/3 147.138 146.0 日.141 137.8 4.570 287.3 11.123 

40/4 -40/9 146.434 145.3 9.311 140.4 4.141 260.3 12.222 

「宥価証券報告書総覧JNo. 11-1， 19G3.9より 1965.9までから作成。
金額欄の右の数字は指数を示すロ以下同じ。

ヲも

109.2111.97 

108.1111.27 11.67 

1 17. ~11.97 12.24 

119.2i12.02 12.11 

131.0111.16 11.56 

9) ノ1幡製鉄の特定引当金の項目は次のとおりである。貴闘引当金!特別悔繕引当金，特別償却引
当金置換資産特定引当金。

10) 鉄鋼業における同産業償却車は，三菱経済研究所.r企業経営の分析」より採った。企業数は
44社から 50社で その平均である。但し，己の算出基準となった各企業の誠固償却率は;私が
「有価証券報告書総覧」から直接計1草した数字と若干ちがいがあるので，絶対値による厳密な比
較はできない。同じ基準で計算した八幡の償却率は 12.09，11.96， 12.02， 11.16，の各ハーセン
トである。
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ていることであれ引当金の合計額は売上高の増加よりも大きく増加している

ことは，八幡が業績を感化せしめているといわれるだけに注目しなければなら

ない。経費の額の増大も売上高の増加を少しばかり下廻るとはいえ，大きく増

えており，経費の増加も着実に認められる。したがって，八幡においては特に

引当金の増大傾向が顕著に認められると共に，減価償却率の増加傾向，経費の

膨張傾向も認めることができ，最初に指摘した業績悪化と業界の過当競争壱考

慮に入れれば，やはり利益の過少表示傾向が十分に認められるというべきであ

ろう。

第 7表により住友金属工業の分析に移ろう。

減価償却率は，昭和39年以降が高水準であることを示すと共に，同産業償却

率を上廻っていることに注目したい。また，引当金は，固定引当金が売上高の

増加以上に伸びてはいないが，着実な増大を示し，価格変動準備金を含めて引

当金の合計の増加は売上高の増加を上廻っている。経費は売上高とほぼ比例し

て増加しているが，との中には，固定費的な内容を含むことを考慮に入れると

相対的に膨張傾向ありとみてよいのではないだろうか。したがって，住友にお

ける特徴は，減価償却率の増大と同産業内での高水準，および引当金の増大傾

向が顕著であり，経費についても膨張傾向壱認めることは可能である。八幡の

第 7表住友金属 単位 1，000千円

事業年度 売 上 高|唱霊長岡当副寝室変動準問問113|
37/10~38/3 46，782 10日 5，507 100 3，428 100 300 100 10.93% ヲ略

38/4 ~38/9 54，193 115.8 5，894 107.0 3，556 103.7 500 166.7 11.38 

38/10~39/3 67，111 111.2 7.119 134.7 3，903 113.9 1，000 333.3 10.85 11.67 

39/ 4 ~39/9 79，339 169.6 8，546 155.2 4，455 130.0 1，300 433.3 12.42 12.24 

39/10~40/3 81，847 175.0 9，132 165.8 4，562 133.1 1，800 600.0 12.39 12.11 

40/4 ~40/9 85，623 183.。10，100 183.4 5，515 160.9 1，800 600.。12.10 11.56 

「有価証券報告書総覧JNo. 11-5， 1993.9より1965.9までから作成。

11) 注10)審問。なお同じ計算基準では住宜金高工撃の償却率は， 10_67， 12_19， 12_16， 11.86， 
の各パーセユノトを示している。

12) この内容は 特早幡結引当金，迫時給与引当金，栴外市場開拓引当金よりなっている。
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分析で述べたとおり，鉄鋼業の過当競争壱考慮に入れると，住友金属の資本蓄

積が利益の過少表示という会計制度を活用して行われていることが理解できよ

つ。

第 8表は関西電力の資料である。減価償却率は増加傾向を明瞭に示し，また

同産業における償却率よりも高い水準号示している。退職給与引当金の増加傾

向は著しし収益(売上高)の300/0以上を占める巨額の設定である。引当金の

項目の減少は「深水準備引当金」の取り崩しによるものである。経費は比較的

に安定しており，利益処分項目のこの期間における増大傾向は認められない。

したがって，減価償却率の顕著な増大傾向と同産業内での高水準，および金額

的にも巨額を占める退職給与引当金の増大傾向などから，深水準備引当金の取

り崩しにより利益の過大表示傾向を内包しながら，他の会計制度の活用により，

それ以上の蓄積を行い，その結果として利益の過少表示をもたらしているとい

うべきであろう。

第 8表関西電力 単位 1，000千円

事業年度 lE重詰|一般管理費|引当金叫|書室給与引牌償153
38年 上 68，281 100 7，390 100 4，533 100 20，837 100 7.89% ヲも

下 77，595 113.6 7，494 101.4 1，228 27.1 23，527 112.9 8口4 6.09 

39年 上 78，033 114.3 7，195 97.4 203 1.5 26，233 125.9 8.36 0.68 

下 85，223 124.8 7，034 95.2 306 6.7 28，447 136.5 8.39 7.30 

40年 上 87，306 127.9 7，666 103.7 601 13.2 31，079 149.2 8.61 7.32 

「有価証券報告書総覧JNu.26-3， 1963.9より 1965.9までから作威。

第 9表はトヨタ自動車の資料である。減価償却率の300/0台という高率の維持

と同産業の償却率にくらべての寓水準が認められるであろう門特定引当金の増

大傾向は抜群のおどろくべき数字を示し，金額的にみても売上高の100/0以上を

昭和39年以降は占めるに至った。退職給与引当金の増大も売上高の増加を上廻

っている。経費の増加も著しい。競争の激化があるとはし、え，かかる経費の増

13) この内容は，深水準備引当金，価格変動準備引当金，自家保険引当金である。
14) 電力9社の平均的償却率を示すものである。とれと同じ計算方法での関西電力の償却串は，
7.89， 8.31， 8.35， 8.56，の各パーセソトを示している。三菱娃精研究所「企業経営の分析」。
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大傾向は，利益処分項目の算入が十分に考えられる事態であ呂こと壱示してい

るのしたがって， トヨタ自動車においては，利益の過少表示の方法が全部顕著

に示されているといえるであろう。

第 9表トヨタ自動車 単位 1，000千円

事業 年 度 | 売 上高|唱霊長同当金利雪FH|事望償Ili率E
37/12-38/5 87，238 100 4，040 100 1，179 100 1，829 100 33.94% ヲも

38/6 -38/11 92，978 106.6 5，244 129.8 4，919 417.1 2，167 118.5 23.94 24.49 

38/12-39/5 108，754 124.7 6，423 159.0 8，603 729.4 2，466 134.9 34日5 30.22 

39/6 -39/11 111，252 127.5 5，080 125.8 12，324 1044.9 2，543 139.1 34.56 2丘49

39/12-40/5 123，5" 14L6 6.941 171.8 13，680 1159.9 2.887 157.9 31.87 27.04 1 

40/6 -40/11 123，968 142.1 8，884 219.9 13，988 1185.9 2，909 162.4 30.02 

「有価証券報告書総覧JNo.16-21， 1963.11より 1965.11までから作成。

第10表は日立製作所の資料である。減価償却率は傾向としては増大している

ことが読みとれる。同産業償却率との比較は，注目)で示したように，同じ計

第10表目立製作所 単位 1，000千円

事業年度!売上高|里融引引当金的|退職金時
減却13価率61償%1lll業却同歪産2 償引

38/4 -38/9 I 139;7531 100 1 7.0491 100 I 7.8431 100 I 4，2821 10日

38/10-39/3 148，001 105.9 7，297 103.5 10，047 128.1 4，436 103.6 12.50 13.77 

39/4 -39/9 153，614 109.9 自，183 116.1 9，860 125.7 4，636 108.3 14.71 15.78 

39/10-40/3 151，900 108.7 8，257 117.1 9，425 120.2 4，794 15.87 

40/4 -40/9 145，799 104.3 8，239 116.9 9，354 119.3 5，025 117.4115.00 15.66 

「有価註券報告書総覧JNo.15-1， 1963.9より 1965.9までから作成。

15) この項目はj 価格車動準備金，海外市場開拓準備金，海h外投資損失準備金j 修繕引当金!特別
償却引当金，貴闘引当金である。

16) この数字は，自動車大手5社(日産J トヨタ，いすず，日野!プリ γス)の平均である。とれ
と同じ計算方法によるトヨタ自動車の償却率は23.94，34.01， 31.56， 31.87，の各パ セソトを示
している。これは「有価証券報告書」による計算結果とほぼ一致している。三菱経済研究所， r企
業経蛍の分析」。

17) この項目は貴倒準踊金，価格変動準備金，補償引当金j 輸出振興引当金，納税準備金，研究開
発引当金である。

18) 尭送配電及び産業用電機の業界の13-14社の平均数字である。同じ計算方法で日立の憤却串を
出すと 14.11， 16.78， 17.30， 16.93.の各ハーセγ トを示している。三菱桂開研究所「企業経営
の分析」。
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算方法による結果と比較してみると目立の高水準であ志ことが理解されるであ

ろう。引当金の設定額は，売上高とくらべるとその増大傾向が認められる。経

費の増加傾向も売上高に比較して大きい。したがって，減価償却の増率と高水

準，引当金と経費の増大が，日立のぱあいにも認められるという結果がでてく

るのである。

以上にみてきた個別企業の公表資料分析の結果は，多少の差異はあるとして

も一般的に次のような結論を生みだすであろう。すなわち，独占体の拠点企業

は会計制度的粉飾性一一利益の過少表示P一ーを十分に活用している。しかも，

すでに述べたとおり，ここでの分析資料は個別企業の公表資料という限界のつ

いたものにおいて，このような結論を出しえたのである。個々の企業における

金利負担は一般に増加しており，銀行へ独占利潤の一部が移されていく傾向は

強まっている町。その他同一独占体の内部での利益の企業問振替などがさまざ

まな方法で実施されていることを考慮すれば，総体としての独占体の制度的粉

飾性の活用はここでみた個別企業の公表資料にあらわれている内容よれはる

かに大きくまた組織的に活用されてし、るとみるへきであろう。

百

本稿における問題意識は，現段階で問題とされている粉飾決算は別益の過大

計上を内容とする主主意的粉飾で，それは「合理化」や支配系列強化という具体

的なねらいをもって独占体が意識的に運用しており，その反面，独占体は利益

の過少計上を内容とする合法的・制度的粉飾を最大限に利用し，内部蓄積に努

めている。したがって，ー般に問題とされないこの後者の粉飾こそ，われわれ
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の問題としなければならない内容であろうということであった。そこで，まず

手はじめに，独占企業の公表資料により，かかる制度的粉飾性としての利益の

過坐計上がし、かに活用されているかの分析がこの小稿の課題であった。

すでに述べてきたところから，個別企業の公表資料，少くとも対象とした 5

社の公表資料におし、ては，前述の課題は達成されたものとみてよいであろう o

そしてこの 5祉は，独占体を代表する拠点企業であることは説明の必要もある

まし、。したがって，独占体は，彼等の拠点企業を中心としながら，制度的粉飾

性←一一利益の過少表示一一壱十分に活用しているとみることは，公表資料の枠

内において実証しえた左いえる。

しかも，実体としての独占体の内部蓄積の強化は，無数の法人企業による独

占体内での内部取引により隠蔽されており，また分配されており，個別企業の

公表資料を 1つぐらい分析しても，独占の分析のごく一部分でしかないことは，

とくに重要な点として確認しておかなければならない。したがって，われわれ

は，独占体が会計制度上の粉飾性をもっと多面的に活用していることを念頭に

おいて，個別企業の公表資料の分析結果を位置づける必要があるのである。

しかもことで重要なことは，現段階における粉飾決算問題は，単にそれが第

1の概念としての恋意的粉飾一一利益の過大計上 の形態か，第2の概念と

しての制度的粉飾一一一利益の過少計上 の形態か，いずれが主要であるかと

いったことではない。自由化と過剰生産という戦後最大の危機のなかで，独占

体は会計問題としてのいわゆる粉飾決算問題をも， I合理化Jと支配強化の道

具として利用し←ーそれは非独占企業が行う利益の過大計上という粉飾決算の

意識的暴露により，それらの弱体資本の支配や「合理化」が遂行されるー一、

他面，独占体自らは，企業会計制度や商法・税法による内部留保強化の制度的

粉飾性を活用し，利益の過少計上という形の粉飾決算を合法的に実施しうると

いう，かかる粉飾決算の形態上の正反対の内容が， b.もに独占休に上って有効

に使いわけられながち，独占体の危機克服の手段として活用ぎれているところ

に，現段階の粉飾決算の基本的性格がある Eいろベ雪であろう n




